
2026年（令和8年）４⽉

⽣研⽀援センター委託業務経理・事務処理に係るQ&A

番号 質 問 事 項 回   答
１．委託業務研究実施要領の変更点について

1 委託業務研究実施要領の変更点を教えてほしい。
委託業務研究実施要領の変更箇所については、主な変更点及び新旧対照表をホー
ムページに掲載しておりますので、ご覧ください。
https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/contents/common_form/index.html

２．委託業務の基本原則

1 委託事業とは、どういうものですか。

⽣研⽀援センターが実施する研究開発事業（委託事業）は、本来、国等が⽬標と
する施策の実現のために⾃ら研究開発を実施すべきであるものを、専⾨的な知⾒
や技術を持っている研究機関が提案する研究課題を審査して採択し、委託して実
施するものです。

2 補助事業ではないのですか。

⽣研⽀援センターは、国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構法に基
づき、事業を実施しています。

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構法（平成１１年法律第１９２
号）（抄）
（業務の範囲）
第１４条 研究機構は、第四条第⼀項の⽬的を達成するため、次に掲げる業務を
⾏う。
五 ⽣物系特定産業技術に関する基礎的な試験及び研究を他に委託して⾏い、そ
の成果を普及すること。

上記のようになっていることから、補助事業ではなく委託事業となります。

3

証拠書類の保管期間について、複数年度契約にお
ける場合は、委託契約期間の最終年度の翌年度４
⽉１⽇から５年間保管なのか、それとも、事業年
度毎にそれぞれ翌年度４⽉1⽇から５年間保管す
るということか。

複数年度契約の場合は、全委託契約期間の証拠書類を、委託契約期間が終了した
⽇が属する年度の翌年度の４⽉１⽇から起算して５年間、必ず保管してくださ
い。

３．契約等について

1
委託契約は誰と誰が⾏うのか。また、委託費は誰
に交付されるのか。

 研究コンソーシアムを設⽴した場合は、委託契約は、⽣研⽀援センターと研究
コンソーシアムの代表機関との間で⾏います。
 また、委託費は、⽣研⽀援センターと契約した研究コンソーシアムの代表機関
へ⽀払います。委託費を受領した代表機関は、研究コンソーシアム内の規約等に
基づき、構成員へ委託費を配分してください。
 なお、研究管理運営機関を設けた場合は、代表機関に代わって委託契約業務や
経理執⾏業務を⾏ってもらうことになります。

2
研究倫理に係る誓約書はいつ作成すれば良いの
か。

当該誓約書は、コンソーシアム設⽴⽇以降、契約⽇までに作成してください。

４．委託費の⽀払いについて

1 委託費は、いつ⽀払われるのか。

原則として、提出された実績報告書と証拠書類等に基づき、確定検査を実施し、
その検査の結果に基づき、委託費の額を確定後に委託費を⽀払い（「精算払」）
ます。
なお、委託業務実施期間の中途において、委託費を⽀払う（「概算払」）ことも
可能です。

本Q＆Aは、2026年（令和8年）４⽉現在のものであり、様々な情勢により変更があり得ますので、常に最新の契約書や実施要
領をチェックしていただきますようお願いします。
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2 概算払⼿続きはどのように⾏うのか

概算払は、契約書 委託試験研究実施計画書 ⽀払計画（概算払請求額）に記載
する必要があります。
委託業務の実施期間中に年４回以内とし、請求に当たっては、「委託試験研究概
算払請求書（経理様式６）」を経理・契約担当課に提出してください。
概算払請求額は、不必要に過⼤な請求額とならないよう精査したうえで、各構成
員において資⾦の滞留が⽣じないよう、委託業務の進捗状況に応じた必要な額の
請求としてください。
概算払に当たり、特に請求⽉、⽀払⽉を設けていませんが、⽀払計画（概算払請
求限度額）に基づいた請求を⾏ってください。

3

同⼀四半期に２回概算払請求を⾏ってよいか。
また、⽀払い計画で第１、第２四半期にそれぞれ
委託費の３０％を概算払請求するとしていたが、
第２四半期にこの分を２回に分けて請求すること
にした場合、理由書の提出は必要か。

⽀払計画の範囲内で、かつ１回の請求が委託費の５０%を超えない場合は、同⼀
四半期内に２回の概算払請求を⾏うことも可能です。また、その際に理由書等の
提出は必要ありません。
ただし、第４四半期（１〜３⽉（⽀払計画最終四半期））の概算払請求時のみ、
委託費限度額の５０％を超えて請求可能です。

4 概算払請求はしなくても良いか。
原則は委託経費の額が確定した後に委託経費を⽀払う（精算払）こととしており
ますので、概算払請求しなくても問題ありません。

5

概算払請求書様式は代表機関から⽣研センターに
申請する場合のものであり、構成機関が代表機関
に申請する際は、既存の様式でも問題ないか。指
定様式を⽤いるべきか。

本件様式は、代表機関より当センターへの請求時のみの様式です。
コンソ内での書式につきましては、指定するものではございませんので従来書式
で結構ですが、概算払請求に際して必要な各構成員の既執⾏額及び執⾏⾒込額の
把握を確実に⾏ってください。

５．協⼒機関について

1
協⼒機関に対して、研究開発の⼀部を依頼するこ
とは可能か。また、協⼒機関が研究に必要な物品
の購⼊を⾏うことは可能か。

協⼒機関とは、計画書等に具体的に記載された者で、研究課題を遂⾏する上で協
⼒が必要な第三者をいいます。協⼒機関は研究費の配分を直接受けることはでき
ないため、物品の購⼊はできません。代表機関等構成員から外注、依頼出張、謝
⾦等の形で⽀払うことになります。また、委託業務の全部⼜は⼀部を第三者へ委
託すること（再委託）を禁⽌していますので、協⼒機関に対して研究開発の⼀部
を依頼することはできません。

６．物品費について

1
物品を購⼊の際、周辺機器などを付けるため予算
額より⾼額になった場合、他の費⽬の予算を流⽤
して対応したいが、何か⼿続きが必要か。

当該委託業務事業年度の各研究機関(各構成員)単位の直接経費総額の５０％を超
える費⽬間の流⽤は、「委託試験研究実施計画変更承認申請書（経理様式３）」
により事業担当課へ申請してください。
直接経費総額の５０％以内の費⽬間流⽤は申請不要です。

2
物品購⼊の付随費⽤は物品の購⼊代価に含まれる
のか。

備品費及び消耗品費を遠隔地の業者と直接契約する場合、商品発送のための運送
料を、送料別で請求される場合は、物品の購⼊代価に含めて、物品代⾦の⼀部を
構成するものとして計上願います。

3
物品を調達する場合は、購⼊する場合とリースや
レンタルで調達する場合を⽐較した「⽐較表」の
作成が必要か。

⾒積り書等で⽐較ができるのであれば⽐較表の作成は必要ありません。ただし、
⽐較検討した関係書類の整理・保管をしてください。

4
「汎⽤性の⾼い備品（パソコン、フリーザー等）
は、原則、認められません。」とあるが、理由書
で承認されれば良いとの理解でよいか。

貴⾒のとおりです。
委託試験研究実施計画書のうち、「物品購⼊計画」に記載の無い耐⽤年数1年以
上かつ取得価格10万円以上の備品等の購⼊を⾏う場合は事前に『備品購⼊（計画
変更）理由書(経理様式9)』を⽣研⽀援センター各事業担当課へ提出してくださ
い。

5

委託費で消耗品の購⼊を検討したところ業者から
前払いを指定された。
当該機関の規程に基づいた調達⼿続きであり、発
注、納品・検収、⽀払が契約期間内であれば前払
いでも委託費の⽀出は可能か。

発注、納品、検収、⽀払は契約期間内（年度をまたがないように）とし、購⼊す
る機関の規程に基づいていれば、問題ありません。
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6

取得価格が10万円以上の物品を備品とすることが
記載されているが、機関によっては、50万円以上
の物品が資産に該当するため、50万円以下の物品
への耐⽤年数の設定がない。何を参考に耐⽤年数
を算出すればよいか。

耐⽤年数は、構成員の資産規則にあわせて５０万円以上の資産に当てはめ算出し
た耐⽤年数で構いませんが、「減価償却資産の耐⽤年数に関する省令（昭和40年
⼤蔵省令第15号）」別表第６の「開発研究⽤減価償却資産の耐⽤年数表」の耐⽤
年数より短くならないようにしてください。また、構成員の資産規則や別表第６
に該当しない場合は、別表１、２により耐⽤年数を設定してください。

7
物品等を固定資産として計上するということは、
固定資産税等についても研究期間中は所有機関が
負担するという認識でよいか。

物品等の所有権は、委託期間中は検収した時をもって構成員に帰属しますので、
固定資産税は所有機関が負担します。委託費で購⼊した物品等の固定資産税につ
いては、直接経費での計上はできません。

8
委託費で作製した試作品について、委託研究期間
終了後も改造していくこととなったが、継続使⽤
申請等はどのようにすればよいか

試作品は、未完成であっても研究終了時に完成したとみなし事前に継続使⽤申請
等⼿続きが必要です。継続使⽤中に改造を⾏った場合（毀損、事故等も含む）
は、速やかに⽣研⽀援センターへ報告してください。

9

試作品として、⾃社において簡易パイプハウスを
制作し、現場に設置した場合の「⼯事現場を管理
する社員の⼈件費」をパイプハウス製作に係る取
得価格（製造原価）に諸経費として組み込んで、
計上してよいか。

諸経費として委託費の対象とすることが可能です。⼈件費と同じ証拠書類が必要
なため、算出根拠を明確にした証拠書類を整備、保管してください。

10
技術開発を⽬的とした課題において、完成した試
作品が事業終了後不要になる場合、償却資産に該
当しないものとして継続使⽤申請は不要か。

財産の有効活⽤の観点から、事業終了後も継続使⽤（コンソーシアム内での利活
⽤含め）をご検討の上、事前にご相談ください。処分が認められ、処分に伴い売
却益が⽣じたときは、原則として処分に要した費⽤を控除した額を⽣研⽀援セン
ターに納付する必要があります。

11
試作品のうち、償却資産に含まれないものとはな
にか。例えば製品として成り⽴つ物なら全て含ま
れるのか。

10万円以上で耐⽤年数1年以上であれば償却資産に含まれます。（試作品の耐⽤
年数も、資産計上する際、物品を取得した場合と同様に設定してください。）

12
実績報告書における「４取得した試作品等」に記
載すべきものとは何か。

 対象となるのは、委託費で取得した耐⽤年数1年以上の試作品です。
 なお、資産計上したものは、資産計上した場合の年⽉欄に「年⽉」を記載し、
資産計上しないものは、資産計上した場合の年⽉欄に「未計上」と記載くださ
い。
 試作品を資産計上する場合、最終形態となるのに組み込んだ消耗品費及び製造
費等かかった費⽤（製造費、改造費、改良費等）を積み上げることになります。
（研究開発時のトライ&エラーに要した消耗品費等で、最終試作品に反映されな
い経費は、計上不要です。）なお、元の状態に戻すための修繕費は含まれませ
ん。

13
物品等の共⽤使⽤について、⼀時使⽤予定者と取
決めを締結する際にひな形等はあるか。

取決めの様式は定めていませんが、光熱⽔料等の分け⽅や物品等毀損時の修繕費
の負担について取り決めを⾏ってください。

14
耐⽤年数が４年の物品のリース料の⽀払いを委託
研究期間の３年間に圧縮してファイナンスリース
契約を⾏うことは可能か。

ファイナンスリースについては、「法定耐⽤年数」もしくは「開発研究⽤減価償
却資産の耐⽤年数」以上の期間でリース契約し、毎⽉の⽀払額はリース期間内で
均等額としてください。研究期間終了以降のリース料⾦は⾃⼰負担となりますの
で、研究期間終了以降のリース料⾦を委託費として上乗せして計上したことが判
明した場合は、返還となります。

15

研究成果の評価結果等により委託研究が中⽌⼜は
縮⼩となり、リース契約で導⼊していた機械等の
リース契約を前倒しで解除する必要がある場合、
違約⾦を委託研究費から⽀出してもよいか。

 中⽌や縮⼩の事由が研究実施機関の責めに帰さない場合は、リース契約解除に
伴う違約⾦を委託費から⽀払うことは可能です。
 ただし、事業終了後のリース契約のリース料・違約⾦相当分を本事業予算に計
上することはできません（事業終了後分については⾃⼰負担願います）。



番号 質 問 事 項 回   答
７．⼈件費・謝⾦について

1

⼈件費の説明【具体的な⽀出の例⽰】において、
・⼈件費（基本給、通勤⼿当〜法定福利費等）と
あるが、「委託試験に係る退職⼿当」については
「等」の中に含まれると解釈してもよいか。

貴⾒のとおりです。
各構成員の就業規則等の内規において「退職⾦」の取扱いが規定されており、か
つ、当該委託研究のために雇⽤された期間に対する退職⾦である場合に限り、計
上可能です。⽀給の要件としては、以下のとおりです。
 ① 直接経費から⼈件費を⽀出する研究者であること
 ② 雇⽤契約書に退職⾦の⽀給が記載されていること
 ③ 計上できる期間は、当該委託研究業務に従事した期間

2
謝⾦の場合、QUOカード等の⾦券で購⼊した場合
は消耗品費への計上で良いか。

謝⾦に計上してください。なお、余ったQUOカードは委託費に計上することがで
きませんので、ご注意ください。

８．旅費について

1
当初計画していなかった外国の学会へ参加するた
めに出張をする場合、どのような⼿続きが必要な
のか。

試験研究計画書や実施計画書等に記載されている場合を除き、事前に⽣研⽀援セ
ンター事業担当課の了承が必要となります。また、「委託試験研究実施計画書・
試験研究計画書の変更届（経理様式１０）」の提出が必要になります。

2
研究実施者の旅費について、発表を伴わない学会
参加は可能か。

情報収集等、取り組んでいる研究課題の事業推進に必要であれば可能です。 ただ
し、復命書（出張報告書）等において、情報収集の内容と委託事業における明確
な必要性、あるいは、有効性等が記載されていない場合は認められないことがあ
りますので、ご注意ください。

3

リサーチアシスタントとして雇⽤されている博⼠
後期課程に在籍している学⽣の場合、学⽣の⾝分
を持ちつつ、研究員の⾝分ももったような状態と
なります。
 この場合、「学⽣の単独出張」にはやはり「学
⽣」として該当しますか。それとも単独出張も可
能か。

博⼠後期課程の学⽣を雇⽤する場合は、扱いは学⽣と同様となります。出張も同
様の取扱いとなるため、単独での出張は原則として認められません。教員が同⾏
できないやむを得ない理由がある場合には、その理由を明らかにした上で、必ず
事前に理由書を提出のうえ、⽣研⽀援センター事業担当課の了承を得てくださ
い。

９．その他経費について

1
学内の部屋を委託事業の研究で使⽤したいが、部
屋の使⽤料を委託費から⽀出することは可能か。

委託事業専⽤として使⽤するのであれば、「その他(その他(諸経費))」で⽀出可
能です。

2
研究の⼀環で⼀般の⽅（⾃社の職員や研究員も多
数参加）に実験に協⼒してもらい、事業予算から
謝礼を払うことは問題ないか。

 被験者への謝⾦の⽀払いは構成員の謝⾦⽀給規程等により算出し、計上してく
ださい。
 規程等に内部者への謝⾦⽀給について記載がない場合は、⾃社のコンプライア
ンス担当部⾨等へ⽀給の可否について確認してください。

3

研究遂⾏上、サーバーを購⼊する予定があるが、
合わせてメーカーの保守サービス（5年）への加
⼊が必要となる。この時、保守費⽤5年分を、
サーバー購⼊費⽤とあわせて当該年度経費に⼀括
計上することは可能か。

委託期間初年度に５年分の保守料を⽀払う契約をすることは可能ですが、当年度
の経費として計上できるのは当年度の既経過期間部分の経費のみとなります（年
度途中から研究開始であれば、例えばその年度は３ヶ⽉分のみ、その他は⼀旦⾃
⼰資⾦で⽀払い）。この様な⼀括前納とする場合は、証拠書類（請求書、領収書
等）とともに各年度分の経費にかかる按分計算書を作成し、保管・対応をお願い
します。

4
事業を⾏う上での接待等の交際費は認められる
か。

交際費は認めておりません。

5
構成員として商店や⼩さな漁協が参画しており、
そういった構成員には謝⾦規程がないが、謝⾦を
⽀払う場合、対応はどのようにしたらよいか。

年度初めに書⾯等により謝⾦の額を設定し、稟議書等により内部承認を得て謝⾦
を⽀払ってください。ただし、その額は、社会通念上妥当なものであることが必
要です。

6
証拠書類の例として「仕様書」が記載されている
が、各機関で定められている⽀払い必要書類を整
備することでよいか。

各構成員の内部規程等に基づき整理してください。
⾦額が⾼額になる契約や、「試作品」等の特注品や製作を含む部材の購⼊、また
は役務・外注契約を⾏う場合など仕様書に基づき契約を⾏う場合は書類を整備
し、⽣研⽀援センターが求めた場合は提出出来るようにしてください。
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7
構成員（企業）から協⼒機関（企業）へ外注する
場合、利益排除等の措置は取らなくてもよいと考
えてよいか。

原則として、競争原理を導⼊した調達（⼊札・⾒積もり合わせ）が必要です。こ
のため、研究グループ内での調達は競争原理を導⼊した調達を⾏わない（⾏えな
い）場合は、利益排除が必要です。また、１契約が１００万円未満のものについ
ては利益排除が不要です。やむを得ない事由により、随意契約で購⼊する場合
は、合理的な選定理由の説明が求められます。
※参考 研究グループとは、コンソーシアム及び協⼒機関で構成されるグループ
全体を⽰す

8
保険料について、規定等に基づくもの以外で例外
はあるか。

・例外としてレンタカーの保険については基本補償部分のみ直接経費に計上可能
です。ただし、免責補償部分については計上は不可とします。
・賠償責任保険は原則直接経費に計上できません。

9
振込⼿数料等の⼿数料は直接経費に計上できる
か。

⼿続きや仲介などの際に発⽣する⼿数料については⼀般管理費的性格を有するこ
とから、直接経費以外（間接経費など）での計上が原則となります。
⾦融機関への振込⼿数料（学会参加費に係る単独振込の場合を除く）、代引き⼿
数料等は計上できません。

10．間接経費について

1
間接経費を直接経費の30％に当たる額で計上して
いたが、直接経費が減額となった場合は、使⽤で
きる間接経費も減額する必要があるか。

間接経費は直接経費の⼀定割合（契約時に設定した率）が上限額となるため、直
接経費が減額となった場合は間接経費も連動して減額となります。例えば、直接
経費1000万円、間接経費（30％）300万円、合計1,300万円の予算となっている
課題で直接経費を800万円しか使わなかった場合、間接経費は800万円の30%であ
る240万円となり、合わせて1040万円の実績となります。そのため、全額概算払
を受けている場合は、差し引き260万円の返還となります。

2
間接経費において、複数の部署がお⾦を出し合っ
て互いに共有する備品を購⼊することは可能か。

間接経費の使⽤に当たっては、研究実施機関の⻑が使⽤⽅針を等を作成し、これ
に則り計画的かつ適正に執⾏することになっていますので、当該⽅針等をご確認
のうえ、判断してください。

3

研究者ごとに間接経費（様々な研究費の間接経
費）を⼀つにまとめて管理しているが、帳簿（経
理様式７）をみると、この研究費の間接経費の⽀
出も記載するようになっている。当該間接経費は
別に管理せよ、ということか。

間接経費に係る収⽀簿及び証拠書類の⽣研⽀援センターへの提出は不要ですが、
「競争的資⾦の間接経費の執⾏に係る共通指針」4.間接経費運⽤の基本⽅針に⽰
されているように「使⽤に関する⽅針を作成し、それに則り計画的かつ適正に執
⾏するとともに、使途の透明性を確保すること。」の観点から、適正な執⾏を証
明する証拠書類を整備してください。

4
令和７年度より全事業において、間接経費から他
の費⽬への流⽤は不可でしょうか。

原則として認められませんが、やむを得ない場合は「委託試験研究実施計
画変更承認申請書（経理様式３）」により申請し、承認を受ける必要となりま
す。

11．帳簿の記載⽅法について

1

消耗品の購⼊等で、⼀⾏⼀伝票で記載する際の納
品⽇の年⽉⽇について、⽀払⽇は⼀緒だが納品⽇
は違ってくる場合がある。この場合、最後に納品
された⽇付を記⼊すれば良いか。

最後に納品された⽇付を記載してください。

2
⼀⾏⼀伝票について、消費税は別⾏で記載して計
上していたが、⼀緒にした⽅が良いか。

消費税を別に記載しても構いません。

12．実績報告書の提出（６１⽇ルール）について

1
概算払を⼀部しかしていなくても６１⽇ルールは
可能か。

 可能ですが、６１⽇ルールでは精算払ができないため、実績額が概算払額を上
回ればその分は⾃⼰負担となります。
 例えば、６１⽇ルールを適⽤し、事業費が1,000万円で900万円の概算払を受
け、実績額が900万円に収まれば問題ありませんが、実績額が概算払額を超える
場合は、超えた分は⽀払えないため、⾃⼰負担となります。
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2

年度末の執⾏⾒込額を3⽉10⽇時点の⾒込みによ
り決めるため最終的な精算額が異なることによっ
て⾃⼰負担が発⽣したり返還額が発⽣したりする
ようだが、それでよいのか。
 例えば、３⽉に2,940万円で報告したが、最終
的に2,950万円に増えた場合はどうなるのか。

 ６１⽇ルールは、年度末までの研究期間の確保のために設けており、執⾏⾒込
み額の算出に当たっては、⾃⼰負担額や返還額が発⽣しないように精査の上、報
告願います。
 ３⽉に委託業務完了届で実績額2,940万円で報告した場合、実績報告額がそれ
以上に増加しても⽀払うことはできません。増加分の10万円は⾃⼰負担となりま
す。
 なお、実績報告額が委託業務完了届での報告⾦額を下回った場合はその差額を
返還していただくことになります。

3
 ６１⽇ルールを適⽤する場合、その旨をいつ頃
までに連絡すればよいか。

 詳細は、実績報告書に関する事務連絡でご連絡をしますが、1⽉末を⽬途に
メールで６１⽇ルールを適⽤する旨の連絡をしていただくこととなります。

13．情報管理適正化について
1 下請負者はどのようなものですか。

下請負者の定義は、「契約の履⾏に係る作業に従事する全ての事業者」であり、
構成員が個別に契約する業者を含みます。

2
下請負者に「情報セキュリティ対策実施確認事項
(情報様式1)」の作成を依頼する場合は、どのよう
な場合ですか。

構成員が下請負者に対して契約を⾏う内容に「保護すべき情報」が含まれている
場合のみ｢情報様式1｣の作成が必要です。

14．エフォート管理について

1
⽉俸、年俸制の研究者について、エフォート証明
書提出ではなく、昨年度までと同様に業務⽇誌に
よる⼈件費計上対応でよろしいか。

エフォート申告が無い場合は⽉俸、年俸制の研究者であっても従来どおりの業務
⽇誌による⼈件費計上を⾏ってください。

2
事業のために雇⽤した特別研究員（ポスドク）は
エフォート管理の対象となるか。

時間給、⽇給による⽀給の場合は、従来どおりの業務⽇誌による⼈件費計上とな
ります。
上記以外の⽉俸制または年俸制による⽀給の研究者は、エフォートによる⼈件費
を計上の対象となります。

3

マッチング対象の事業で⾃⼰資⾦で雇⽤している
者については提出の必要がなく、委託事業の直接
経費で雇⽤する⽅のみが提出対象という理解でよ
いか。

エフォート申告が可能な者は、原則として委託事業の直接経費から⼈件費を⽀出
する(時間給、⽇給による⽀給の者を除く)全ての研究者です。⾃⼰資⾦で雇⽤し
ている場合は、従来通り業務⽇誌による管理となりますので、エフォート証明書
の提出は不要です。

15．その他

1

委託業務実施期間終了後の無償譲渡対象機関は
「公共機関等（国、地⽅公共団体、国⽴⼤学法
⼈、公⽴⼤学、公⽴⼤学法⼈、国公⽴の試験研究
機関、独⽴⾏政法⼈及び学校法⼈）」とあるが、
地⽅独⽴⾏政法⼈も対象か。

地⽅独⽴⾏政法⼈法（平成15年7⽉16⽇法律第118号）に規定される地⽅独⽴⾏
政法⼈であれば対象となります。


